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1. UAE における労働法 
 

 アラブ首長国連邦（以下、「UAE」と言います。）では、昨年 2021 年 11 月 15 日に新たな連邦労働法（以下、「新労働法」又は「新

法」と言います。）が公表され、2022 年 2 月 2 日から施行されています。施行規則は、労働法施行日の翌日の 2022 年 2 月 3 日に

出されました。 

 新労働法は、既存の労働法（以下、「旧法」と言います。）を取り消し、それに置き換わるものですが、基本的には旧法の内容を

踏襲しています。 

 なお、連邦労働法は、フリーゾーンも含め、全首長国に適用されますが、独自の法域となっているアブダビ首長国の ADGM（Abu 

Dhabi Global Market）とドバイ首長国の DIFC（Dubai International Financial Centre）では、連邦労働法は適用されず、ADGM と

DIFC それぞれにおける独自の労働法が適用されます。 

 本ニューズレターでは、新労働法の内容のうち、雇用関係の重要な点について、旧法との違いにも触れつつ、数回に分けて紹

介していますが、第 3 回は、雇用契約の終了と退職金を取り上げます。 

 

2. 雇用契約の終了 
 

（1） 当然終了事由 

 

 旧法では、①当事者が終了について書面で合意した場合、②有期契約において、契約期間が満了した場合、③無期契約にお

いて、当事者が終了を望む場合（但し、通知要件を満たし、契約終了に関する正当理由がある場合）、④雇用主の死亡（但し、契

約が雇用主に属人的である場合）及び⑤従業員の死亡又は永続的能力喪失が契約の当然終了事由とされていました。 

 新法では、以下の場合に、雇用契約が終了するとされます（42 条）。 

① 両当事者が終了について書面で合意した場合 

② 契約期間が満了した場合 

③ いずれかの当事者の求めによる場合（但し、法律、契約及び通知期間の要件を満たす必要がある。） 

④ 雇用主の死亡（但し、契約が雇用主に属人的である場合） 

⑤ 従業員の死亡又は永続的な能力喪失 

⑥ 従業員が、最終判決により、3 か月以上自由を奪われる罰を受けた場合 

⑦ 会社の恒久的閉鎖 

⑧ 雇用者の倒産、又はプロジェクトの継続を妨げる経済的又は例外的理由 

⑨ 雇用者のコントロールできない事情により、従業員が、労働許可の更新の条件を満たさない場合 

 旧法下では、雇用者の経済的事情により有期契約を終了することはできず、無期契約についてもそれが正当な理由に該当し、

通知によって終了できるかについては、必ずしも明らかではありませんでしたが、新法では、会社の閉鎖や倒産等、会社側の事

情により、契約が当然に終了することが明らかにされました。 

 なお、旧法では、「名誉、公正及び風俗に関する犯罪を犯し、管轄裁判所の最終的な判断がなされた場合」が、法定解雇事由を

構成していましたが、それ以外の犯罪の場合は法定解雇事由とされておらず、例えば、財産犯を犯した場合でも、解雇事由を構
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成しないという問題がありました。新法では、当該事由は、名誉等に関する犯罪を犯した場合は、法定解雇事由ではなくなり、特

に犯罪の種類を問わず、3 か月以上自由を奪われる罰を受けた場合には、契約が終了するとされました。 

 

（2） 通知による終了 

 

 旧法下では、有期契約は法定の解雇事由又は法定の退職事由がなければ、適法に終了できませんでしたが、無期契約が廃止

され、有期契約に一般化された新法では、雇用者及び従業員とも、正当な理由がある場合には、通知によって、有期の雇用契約

を終了できることとされました（43 条）。通知期間は契約で定めることができますが、30 日以上、90 日までの期間とされます（43 条

1 項）。 

 新法では、契約を終了される従業員は、通知から契約終了までの期間、職探しのために、週に 1回無給休暇を取得できるとされ

ています（43 条 5 項）。但し、従業員は、休暇日の 3 日以上前までに、休暇日を雇用者に通知しなければなりません（同）。 

 

（3） 通知を伴わない解雇 

 

 新法では、以下の場合、雇用者は、通知なしに従業員を解雇できます。下記事由は、若干内容が異なるものの、概ね旧法 120

条における法定解雇事由と同じです。但し、新法では、解雇の前に、従業員に対する書面による調査と、書面による解雇決定が

求められています（44 条）。雇用者は、従業員に当該決定を通知しなければなりません。なお、旧法下では、法定解雇事由に基づ

く解雇の場合は、退職金の支払は不要でしたが、新法下では、必要と解されることに留意が必要です。 

① 従業員が、他人になりすましたか、偽造された証明書又は文書を提出したことが証明された場合 

② 従業員が、雇用者に重大な損失を被るような失敗をした場合、又は従業員が故意に雇用者の資産に損害を与えた場合。但

し、雇用者が当該事実を知った後、7 営業日以内（旧法では 48 時間以内）に労働省に報告した場合に限る。 

③ 従業員が勤務場所の安全に関する指示に違反した場合。但し、当該指示が勤務場所の目立つ場所に掲示されており、従

業員が知らされていた場合に限る（旧法では、従業員が、掲示を読めない場合には、口頭で説明されていることも要件。）。 

④ 従業員が雇用契約に定められた基本的な義務を行わず、従業員に対する書面による調査と、当該態度が継続するようであ

れば解雇がなされる旨の 2 度の警告にも拘わらず、義務違反状態が続いた場合（旧法では、調査が書面によることは求め

られておらず、警告は 1 度で足りた。） 

⑤ 従業員が雇用者に損害を与え、又は従業員に個人的利益を与える産業資産もしくは知的財産に関する秘密情報の開示を

行った場合（旧法では、単に会社の秘密情報の開示とされていた。） 

⑥ 勤務時間中に、飲酒もしくは薬物による影響を受けた状態にある場合、又は勤務場所で公序に反する行為を行った場合

（旧法では、飲酒又は薬物による酩酊状態のみ。） 

⑦ 勤務中に、雇用者、上司又は同僚を脅迫した場合 

⑧ 正当な理由なくして、1 年間に断続して 20 日間以上、又は、連続して 7 日間以上欠勤した場合 

⑨ 従業員が、個人的な利益のために、違法に職務上の地位を利用した場合（新法で追加） 

⑩ 従業員が、ルールに違反して、他の雇用者のために労務を提供した場合（旧法 120 条の事由ではなかったものの、88 条に

より、無通知解雇が可能とされていた。） 

 

（4） 通知を伴わない退職 

 

 従業員は、以下の場合に、通知なく雇用契約を終了できる（45 条）とされます。①②は旧法にも定められていた事由ですが、要

件が追加されています。③④は、新法で追加された事由です。 

① 雇用者の契約、労働法又は施行規則上の義務違反の場合。但し、退職の 14 営業日以上前に、労働省に通知し、労働省か

らの通知にもかかわらず、雇用者が違反の効果を是正しないことが必要。 

② 雇用者又はその代理人が、従業員を、勤務中に、脅迫するか、又は暴力もしくはハラスメントを加えたことが証明される場

合。但し、報告可能な日から 5 営業日以内に関連当局及び労働省に通知することが必要。 

③ 就業場所に従業員の安全又は健康に脅威を与える重大な危険がある場合。但し、雇用者がその存在を知り、除去のため

の方策が採られない場合。 

④ 雇用者が、従業員の同意なく、従業員に契約上合意した職務内容と根本的に異なる職務を行わせる場合。但し、必要性が

ある場合、又は事故発生防止もしくは事故結果の回復のためである場合を除く。 



 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2022 
 

- 3 - 

 

（5） 不当解雇 

 

 従業員による労働省への不服申立てや、雇用者に対する訴訟を理由とする解雇は、違法とされます（47 条 1 項）。不当解雇の

場合、雇用者は、従業員の業務の種類、損害額及び就業期間を考慮して決定される補償金を支払わなければなりません。補償

金は、最終支給額を元に計算される 3 か月分の給与（手当を含む総額）の金額が上限とされます。補償金は、通知に代わる支払

（通知に代えて、通知期間に対応する給与を支払う場合）や退職金に加えて、支払われる必要があります（47 条 3 項）。 

 

3. 退職金 
 

 旧労働法下同様、1 年以上勤続した外国人労働者は、退職金の支払を受けることができます（51 条 2 項）。従業員は、最初の 5

年は 1 年あたり、21 日分、6 年目以降は 1 年あたり 30 日分の基本賃金を受領する権利を有します（51 条 5 項）。旧法同様、この

場合の基本賃金は、最終支給額を基礎に計算されます（51条 3 項）。また、退職金の上限は、旧法同様、2 年分の賃金（手当を含

む。）が上限とされます。また、これとは別に未消化の有給休暇の買取りが発生します（51 条 4 項）。 

 旧法では、勤続期間が 5 年未満である場合における自主退職については、退職金の減額が定められており、また、有期契約と

無期契約で扱いが異なりましたが、新法下では、自主退職の場合の退職金の減額は定められていません。 

 また、旧法下では、法定解雇事由に基づく解雇の場合には、退職金を支払わなくて良いとされていましたが、新法下ではそのよ

うな定めはなく、通知を要しない法定解雇事由に基づく解雇の場合にも、退職金を支払わなければならないと考えられます。 

 なお、旧法下には支払時期に関する定めはありませんでしたが、雇用契約が終了した場合、雇用者は、契約終了から 14 日以

内に、給与、退職金等の支払を行わなければなりません（53 条）。 

 

 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 
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